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【設置根拠】 【設置根拠】 

厚生労働省設置法第 25 条 厚生労働省設置法第 25 条 
  
 【業務内容】   【業務内容】  

(1) 特定独立行政法人、国営企業及び日本郵政公社とその職員との間に発生した紛争に関

する､ あっせん・調停及び不当労働行為申立に係る審査事務 
(1) 特定独立行政法人、国営企業及び日本郵政公社とその職員との間に発生した紛争に関

する､ あっせん・調停及び不当労働行為申立に係る審査事務 
(2) 公共性の強い企業の紛争に係る労使関係の実情調査 (2) 公共性の強い企業の紛争に係る労使関係の実情調査 
(3) 特定独立行政法人等賃金実態調査に関すること (3) 特定独立行政法人等賃金実態調査に関すること 

  
 【  組 織 】   【  組 織 】  
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